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１ 条例の改正理由

戸籍法の一部が改正され、令和６年３月１日から本籍地以外の市区町村での戸籍証明書等の交付

等が可能となることから、その交付等に係る手数料を定める必要があるため、手数料条例の一部を

改正するもの。

2 戸籍法の一部改正の概要

⑴ 戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市区町村窓口で戸籍証明書等の交付が可能となるもの

⑵ 戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符号の発行

パスポート発給申請等、行政機関に提出が必要な戸籍証明書等を電子的な戸籍記録事項の

証明情報（電子証明書）で提出するためのパスワード（戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符

号）の発行が可能となるもの

⑶ 届書等情報内容証明書の交付等

出生、婚姻、死亡等の届出書等を電子化し、証明書としての交付や閲覧が可能となるもの

（現在は、届出書の写しに認証文及び市長公印を押印して交付）
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3 条例改正の内容

長崎市手数料条例の別表第2に「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」に準じた手数料の

区分と金額を追加するもの。

4 条例の施行期日

令和６年３月１日（戸籍法及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の施行期日と同日）
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手数料の区分 手数料の金額

戸籍証明書の広域交付 450円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円

除籍証明書の広域交付 750円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円

届書等情報内容証明書の交付 350円（上質紙は1,400円）

届書等情報の内容を表示したものの閲覧 350円



5 新旧対照表

改正案 現行

○長崎市手数料条例

別表第２（第２条関係）

○長崎市手数料条例

別表第２（第２条関係）

手数料の
種類

区分 単位 金額
手数料の対象
事務の根拠と
なる法令

（1）～（2）略

（3）戸籍
手数料

戸籍の謄本
若しくは抄
本の交付又
は戸籍証明
書の交付

窓口で交付
又は郵送で
交付するも
の

1通 450 戸籍法(昭和
22年法律第
224号)第10
条第1項、第
10条の2第1
項から第5項
まで、第120
条第1項、第
120条の２第
1項及び第
126条

多機能端末
機で交付す
るもの

1通 350

戸籍に記載した事項に関
する証明書の交付

証明事
項1件

350 戸籍法第10条
第1項、第10
条の2第1項か
ら第5項まで
及び第126条

手数料の
種類

区分 単位 金額 手数料の対象
事務の根拠と
なる法令

（1）～（2）略

（3）戸籍
手数料

戸籍の謄本
若しくは抄
本の交付又
は磁気ディ
スクをもつ
て調製され
た戸籍に記
録されてい
る事項の全
部若しくは
一部を証明
した書面の
交付

窓口又は郵
送で交付す
るもの

1通 450 戸籍法(昭和2
2年法律第22
4号)第10条第
1項、第10条の
2第1項から第
5項まで、第12
0条第1項及び
第126条多機能端末

機で交付す
るもの

1通 350

戸籍に記載した事項に関
する証明書の交付

証明事
項1件

350 戸籍法第10条
第1項、第10条
の2第1項から
第5項まで及び
第126条
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改正案 現行

手数料の
種類 区分 単位 金額

手数料の対象
事務の根拠と
なる法令

（3）戸籍
手数料 ［新設］

除かれた戸籍の謄本若しく
は抄本の交付又は磁気
ディスクをもつて調製され
た除かれた戸籍に記録さ
れている事項の全部若しく
は一部を証明した書面の
交付

1通 750 戸籍法第12条
の2において準
用する同法第1
0条第1項、第1
0条の2第1項
から第5項まで、
第120条第1項
及び第126条

除かれた戸籍に記載した
事項に関する証明書の交
付

証明事
項1件

450 戸籍法第12条
の2において準
用する同法第1
0条第1項、第1
0条の2第1項
から第5項まで
及び第126条

［新設］

手数料の
種類

区分 単位 金額
手数料の対象
事務の根拠と
なる法令

（3）戸籍
手数料

戸籍電子証明書提供用識
別符号の発行

戸籍電子
証明書提
供用識別
符号1件

400 戸籍法第120
条の3第2項

除かれた戸籍の謄本若し
くは抄本の交付又は除籍
証明書の交付

1通 750 戸籍法第12条
の2において準
用する同法第1
0条第1項、第1
0条の2第1項
から第5項まで、
第120条第1項、
第120条の２第
1項及び第126
条

除かれた戸籍に記載した
事項に関する証明書の交
付

証明事項
1件

450 戸籍法第12条
の2において準
用する同法第1
0条第1項、第1
0条の2第1項
から第5項まで
及び第126条

除籍電子証明書提供用識
別符号の発行

除籍電子
証明書提
供用識別
符号1件

700 戸籍法第120
条の3第2項
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改正案 現行

附 則
この条例は、令和６年３月１日から施行する。

手数料の
種類

区分 単位 金額
手数料の対象
事務の根拠と
なる法令

（3）戸籍
手数料

届出若しくは
申請の受理の
証明書の交付
又は届書その
他市町村長の
受理した書類
に記載した事
項の証明書の
交付

1通 350円(婚姻、
離婚、養子縁
組、養子離縁
又は認知の届
出の受理につ
いて、請求に
より法務省令
で定める様式
による上質紙
を用いる場合
は、1,400円)

戸籍法第48
条第1項(同法
第117条にお
いて準用する
場合を含む。)、
第48条第2項
(同法第117
条において準
用する場合を
含む。)及び第
126条

届書その他市
町村長の受理
した書類の閲
覧

書類1件 円
350

戸籍法第48
条第2項(同法
第117条にお
いて準用する
場合を含む。)

（4）～略

手数料の
種類

区分 単位 金額
手数料の対象
事務の根拠と
なる法令

（3）戸籍
手数料

届出若しくは
申請の受理の
証明書の交付、
届書その他市
町村長の受理
した書類に記
載した事項の
証明書の交付
又は届書等情
報の内容の証
明書の交付

1通 350円(婚姻、
離婚、養子縁
組、養子離縁
又は認知の届
出の受理につ
いて、請求に
より法務省令
で定める様式
による上質紙
を用いる場合
は、1,400円)

戸籍法第48
条第1項(同法
第117条にお
いて準用する
場合を含む。)、
第48条第2項
(同法第117
条において準
用する場合を
含む。)、第12
0条の６第1項
及び第126条

届書その他市
町村長の受理
した書類の閲
覧又は届書等
情報の内容を
表示したもの
の閲覧

書類又は届書
等情報の内容
を表示したも
の1件

円
350

戸籍法第48
条第2項(同法
第117条にお
いて準用する
場合を含む。)
及び第120条
の６第1項

（4）～略
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【参考】 交付可能となる戸籍証明書等イメージ図

-７-


